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１．中心市街地居住推進事業

中心市街地中核施設「Mallmall」の開館を契機に、中心市街地への流⼊⼈⼝が⼤幅に増加
する中、新たに居住機能の集積を促進することで、定住⼈⼝の増加を図り、中心市街地の更なる
活性化を実現するとともに、居心地が良く、歩きたくなる「まちなか」の形成を促進します。

【事業目的】

【事業の種類】

○共同住宅等整備促進事業

○共同住宅等整備促進解体事業
新たに分譲⼜は賃貸の共同住宅等の整備に供する⽤
地確保の為に、既存の建物等を解体する経費に対し、
一部を補助します

新たに分譲⼜は賃貸の共同住宅等整備における居住
部分の建設にかかる経費に対し、一部を補助します

○共同住宅等リノベーション促進事業
既存の共同住宅等において、単⾝向けの住⼾を世帯
向け住⼾にリノベーションし、分譲⼜は賃貸⽤に供する
ために⾏う改修工事等に要する経費に対し、一部を補
助します



2．事業の対象エリア



① 都城市中心市街地居住推進事業認定の申請（申請者→市）
・既に工事等に着手された事業は対象となりません

② 都城市中心市街地居住推進事業認定の通知（市→申請者）

③ 補助⾦等交付申請（申請者→市）
・共同住宅等整備事業において、工期が令和４年３⽉末を超える場合は、都城市議会の承認が必要となる場合が
ありますので、その場合は補助⾦等交付決定までに３ヵ⽉程度時間を要します

④ 補助⾦等交付決定（市→申請者）

⑤ 都城市中心市街地居住推進事業着手届の提出（申請者→市）

⑥ 事業（工事）の着手（申請者）
・補助⾦が交付決定された⽇から３⽉以内に工事に着⼿する必要があります

⑦ 事業（工事）の完了、補助⾦等実績報告書の提出（申請者→市）
・共同住宅等整備促進解体事業、共同住宅等リノベーション促進事業は、必ず令和３年３⽉中旬までに事業を
完了する必要があります
・本事業は、精算払いでの補助⾦交付となりますので、工事業者等への⽀払いが実績報告までに必要となります

⑧ 完了した事業（工事）の現地確認（市）

⑨ 補助⾦の請求（申請者→市）

⑩ 補助⾦の交付（市→申請者）

3．事業の流れについて

※各申請に対する審査には、２週間程度時間を要します



４-１．共同住宅等整備促進解体事業

※詳細は、都城市中心市街地居住推進事業費補助金交付要綱をご覧ください。

１ 事業内容等

２ 応募書類等

補助内容・補助条件 対象エリア 補助率 補助上限額
（千円）

特定地域内において、新規に分譲⼜は賃貸の共同住宅等の整備に供する⽤
地確保の為に必要な建物等の解体事業に対する補助
●補助対象経費の上限額は１㎡当たり２万円とする
●着⼿した事業については、着⼿した⽇の属する年度の末⽇までに事業を完了
すること

●解体工事に係る必要な調査、届出等を⾏うこと
●業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること
●解体後３⽉以内に、新規に分譲⼜は賃貸の共同住宅等の整備に着⼿する
こと

●解体後、第４条第２号に掲げる共同住宅等整備促進事業を活⽤する場
合は、共同住宅等整備促進解体事業の事業認定申請時に共同住宅等整
備促進事業の事業認定申請も同時に⾏わなければならない

最重点 ４／５ ３０,０００

重点 ２／３ ２０,０００

⽀援対象 １／２ １０,０００

事業認定申請時 補助⾦等交付申請時 実績報告時

１ 都城市中心市街地居住推進事業認定申請書
（様式第１号）
２ 市税の滞納のない証明書
３ 解体工事の仕様明細を含む⾒積書（２者以上）

の写し
４ 解体工事着⼿前の現況写真（外観、内装）
５ 建物の登記事項証明書⼜はそれに類するものの写

し
６ 申請者が建物所有者でない場合は、建物所有者と

の解体の了承について証明できる書類
７ 工程表（様式第10号）
８ 申請者の住⺠票（法⼈の場合は、法⼈の登記事

項証明書）
９ その他市⻑が必要と認める書類

１ 補助⾦等交付申請書（様式第５号）
２ 収⽀予算書（様式第11号）
３ 認定書及び変更認定書（第７条の規定により通

知を受けた場合に限る。）の写し
４ 解体工事の仕様明細を含む⾒積書
５ 工程表（様式第10号）
６ その他市⻑が必要と認める書類

１ 補助⾦等実績報告書（様式第９号）
２ 収⽀決算書（様式第12号）
３ 解体に係る工事請負契約書の写し
４ 事業内容の内訳が分かる書類
５ 施工前及び施工後の写真
６ 建設リサイクル法に基づく届け出書類の写し（届け

出が必要な場合のみ）
７ 建物滅失登記申請書の写し
８ 領収書の写し



４-２．共同住宅等整備促進事業
１ 事業内容等

２ 応募書類等
事業認定申請時 補助⾦等交付申請時 実績報告時

１ 都城市中心市街地居住推進事業認定申請書
（様式第１号）
２ 市税の滞納のない証明書
３ 工事の仕様明細を含む⾒積書(２者以上)の写し
４ 工事着⼿前の現状写真
５ 土地の登記事項証明書
６ 申請者が土地所有者でない場合は、土地所有者

との建設の了承について証明できる書類
７ 工程表（様式第10号）
８ 建築基準法第２条の12に規定する設計図書及び

全体パース
９ ⼾数が分かる書類
10 申請者の住⺠票（法⼈の場合は、法⼈の登記事

項証明書）
11 その他市⻑が必要と認める書類

１ 補助⾦等交付申請書（様式第５号）
２ 収⽀予算書（様式第11号）
３ 認定書及び変更認定書（第７条の規定により通

知を受けた場合に限る。）の写し
４ 工事の仕様明細を含む⾒積書
５ 確認済証の写し
６ 補助対象となる分譲⼜は賃貸⽤住宅部分の延床

面積が分かる書類
７ 工程表（様式第10号）
８ 建築基準法第２条の12に規定する設計図書
９ その他市⻑が必要と認める書類

１ 補助⾦等実績報告書（様式第９号）
２ 収⽀決算書（様式第12号）
３ 工事に係る工事請負契約書の写し
４ 事業内容の内訳が分かる書類
５ 建築基準法第７条第５項⼜は第７条の２第５

項に規定する検査済証の写し（以下「検査済証」
という。）

６ 分譲⼜は賃貸⽤住宅への⼊居募集を⾏っているこ
とが分かる書類

７ 施工前及び施工後の写真
８ 領収書の写し

補助内容・補助条件 対象エリア 区分 住⼾専⽤
面積

1⼾当たりの
限度額(千円)

1棟当たりの
限度額（千円）

特定地域内において、新規に分譲⼜は賃貸の共同住宅等
整備における居住部分に対する補助
●新規に整備する共同住宅等の階数及び⼾数
・最重点エリア及び重点エリアの階数は３階以上、⼾数は
12⼾以上の整備とする
・⽀援対象エリアの階数は２階以上、⼾数は８⼾以上の
整備とする。

●建築基準法第６条第１項または第６条の２に規定する
確認済証（以下「確認済証」という。）の交付を受けてい
ること

●業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること
●⼊居者の公⺠館組織加⼊促進に努めること（⾃治公
⺠館加⼊申込書を⼊居者に配布すること）

最重点
分譲⽤

60㎡以上 ２,０００
５０,０００

30㎡以上 １,０００

賃貸⽤
60㎡以上 １,５００

３０,０００
30㎡以上 ７５０

重点
分譲⽤

60㎡以上 １,５００
３０,０００

30㎡以上 ７５０

賃貸⽤
60㎡以上 １,０００

１５,０００
30㎡以上 ５００

⽀援対象
分譲⽤

60㎡以上 1,０００
１５,０００

30㎡以上 ５００

賃貸⽤
60㎡以上 ７５０

８,０００
30㎡以上 ３３０



４-３．共同住宅等リノベーション促進事業

２ 応募書類等

補助内容・補助条件 対象エリア 補助率 1⼾当たりの
限度額(千円)

1棟当たりの
限度額(千円)

特定地域内の共同住宅において、単⾝向けの住⼾を世帯向け住⼾にリノ
ベーションし、分譲⼜は賃貸に供するために⾏う改修工事に対する補助
●リノベーション後の建物が新耐震基準（昭和56年６⽉１⽇以降の建
築確認において適⽤される基準をいう。以下同じ。）を満たしていること

●建築課及び消防局に事前協議を⾏うこと
●着⼿した事業については、着⼿した⽇の属する年度の末⽇までに事業を
完了すること

●共同住宅において、単⾝向けの住⼾から、世帯向けの住⼾とする等、世
帯員の増加に資する改修を含む事業であること。

●工事前の共同住宅等が、４⼾以上であること
●業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること
●⼊居者の公⺠館組織加⼊促進に努めること

最重点 ４／５ １,６００ ３５,０００

重点 ２／３ １,３００ ２０,０００

⽀援対象 １／２ １,０００ １０,０００

事業認定申請時 補助⾦等交付申請時 実績報告時

１ 都城市中心市街地居住推進事業認定申請書
（様式第１号）
２ 市税の滞納のない証明書
３ 工事の仕様明細を含む⾒積書(２者以上)の写し
４ 既存建物の所有者が分かる書類
５ 既存建物の所有者と申請者が異なる場合は、所有

者との改修についての同意書
６ 工程表（様式第10号）
７ 建築基準法第２条の12に規定する設計図書等
８ 工事経費の内訳が分かる書類
９ 工事着⼿前の写真
10 建築課及び消防局協議事項確認書
（様式第13号）

11 その他市⻑が必要と認める書類

１ 補助⾦等交付申請書（様式第５号）
２ 収⽀予算書（様式第11号）
３ 承認書及び変更承認書（第７条の規定により通

知を受けた場合に限る。）の写し
４ 工事の仕様明細を含む⾒積書
５ 確認申請が必要な場合は、確認済証の写し
６ 工程表（様式第10号）
７ 建築基準法第２条の12に規定する設計図書
８ その他市⻑が必要と認める書類

１ 補助⾦等実績報告書（様式第９号）
２ 収⽀決算書（様式第12号）
３ 工事請負契約書の写し
４ 事業内容の内訳が分かる書類
５ 検査済証（確認申請が⾏われた場合に限る。）
６ 分譲⼜は賃貸⽤住宅への⼊居募集を⾏っているこ

とが分かる書類
７ 施工前及び施工後の写真
８ 領収書の写し
９ 新耐震基準を満たしていることが分かる書類

１ 事業内容等
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